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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被梱包物品のコーナー部のＬ字形両端面に沿うよう長手方向に対して二つ折りできる左右
両片からなる矩形ないし帯状の段ボールを基本形態とし、当該コーナー部に断面コ字形の
屈折により被着できるように、幅中央部の端面部壁の両端に側部壁の屈折線が形成され、
断面コ字形において前記Ｌ字形の屈折をなし得るように、端面部壁には前記二つ折りの折
曲げ部を設ける一方、両側部壁には、Ｌ字形の屈折の支障にならないように、折曲げ部の
端が頂点となる直角二等辺三角形ないしほゞ直角二等辺三角形の範囲において折り曲げを
許容して閉じる開放部を設け、さらに、開放部にはこれを閉じに保持するために側部壁に
接合して止める連結片を素材の段ボールと一体に形成してある段ボール製のコーナー保護
材において、両開放部における連結片が、前記二つ折りの位置に対して交互の位置違いで
あって、また、連結片は開放部の二等分であって、その直角二等辺三角形のいずれか一辺
を底辺とする直角二等辺三角形若しくはほゞ直角二等辺三角形に形成され、二等分の残り
半部には端面部壁に倒伏される重ね壁を連結片にヒンジ折り連続結合で倒伏面に折り畳み
重合可能に形成してあることを特徴とする段ボール製のコーナー保護材。
【請求項２】
被梱包物品のコーナー部のＬ字形両端面に沿うよう長手方向に対して二つ折りできる左右
両片からなる矩形ないし帯状の段ボールを基本形態とし、当該コーナー部に断面コ字形の
屈折により被着できるように、幅中央部の端面部壁の両端に側部壁の屈折線が形成され、
断面コ字形において前記Ｌ字形の屈折をなし得るように、端面部壁には前記二つ折りの折
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曲げ部を設ける一方、両側部壁には、Ｌ字形の屈折の支障にならないように、折曲げ部の
端が頂点となる直角二等辺三角形ないしほゞ直角二等辺三角形の範囲において折り曲げを
許容して閉じる開放部を設け、さらに、開放部にはこれを閉じに保持するために側部壁に
接合して止める連結片を素材の段ボールと一体に形成してある段ボール製のコーナー保護
材において、両開放部における連結片が、前記二つ折りの位置に対して交互の位置違いで
あって、また、連結片は開放部の二等分であって、その直角二等辺三角形のいずれか一辺
を底辺とする直角二等辺三角形若しくはほゞ直角二等辺三角形に形成され、二等分の残り
半部においては、連結片と側部壁との双方に対して分離することにより側部壁の屈折線で
端面部壁に倒伏可能な重ね壁を形成し、重ね壁は、同屈折線での折り曲がり可能に、開放
部の直角二等辺三角形の一辺の頂部近くから屈折線へ分離スリットを設けることにより、
基端に端面部壁に接続する屈折基部を形成してあることを特徴とする段ボール製のコーナ
ー保護材。
【請求項３】
被梱包物品のコーナー部のＬ字形両端面に沿うよう長手方向に対して二つ折りできる左右
両片からなる矩形ないし帯状の段ボールを基本形態とし、当該コーナー部に断面コ字形の
屈折により被着できるように、幅中央部の端面部壁の両端に側部壁の屈折線が形成され、
断面コ字形において前記Ｌ字形の屈折をなし得るように、端面部壁には前記二つ折りの折
曲げ部を設ける一方、両側部壁には、Ｌ字形の屈折の支障にならないように、折曲げ部の
端が頂点となる直角二等辺三角形ないしほゞ直角二等辺三角形の範囲において折り曲げを
許容して閉じる開放部を設け、さらに、開放部にはこれを閉じに保持するために側部壁に
接合して止める連結片を素材の段ボールと一体に形成してあり、連結片が開放部の二等分
であって、その直角二等辺三角形のいずれか一辺を底辺とする直角二等辺三角形若しくは
ほゞ直角二等辺三角形に形成され、二等分の残り半部が切欠として形成されている段ボー
ル製のコーナー保護材において、被梱包物品の角部の厚みの大小に二段に対応して組み立
て得るように、端面部壁と両側部壁との間の前記２条の屈折線を一段目として、その両屈
折線の内側にそれぞれ同一間隔をおいて二段目の屈折線を形成する一方、側部壁には前記
連結片が側部壁から連設される折り線を一段目とし、それと平行な二段目の折り線を、そ
の間がＺ形に折込み部となるように、折曲げ部の線と二段目屈折線との交差する点を通る
仮想線上に形成し、さらに、両折り線をその双方にわたるコ字形の反転スリットにより中
間部が除かれた断続に形成してあることを特徴とする段ボール製のコーナー保護材。
【請求項４】
被梱包物品のコーナー部のＬ字形両端面に沿うよう長手方向に対して二つ折りできる左右
両片からなる矩形ないし帯状の段ボールを基本形態とし、当該コーナー部に断面コ字形の
屈折により被着できるように、幅中央部の端面部壁の両端に側部壁の屈折線が形成され、
断面コ字形において前記Ｌ字形の屈折をなし得るように、端面部壁には前記二つ折りの折
曲げ部を設ける一方、両側部壁には、Ｌ字形の屈折の支障にならないように、折曲げ部の
端が頂点となる直角二等辺三角形ないしほゞ直角二等辺三角形の範囲において折り曲げを
許容して閉じる開放部を設け、さらに、開放部にはこれを閉じに保持するために側部壁に
接合して止める連結片を素材の段ボールと一体に形成してある段ボール製のコーナー保護
材において、二つ折りの前記折曲げ部が２曲げ線による二段折りに形成され、端面部壁の
内面には、その２曲げ線の間で隔たるように、左右一対の帯状緩衝材が貼着してあって、
両開放部がその２曲げ線の幅が上辺となる台形のほゞ直角二等辺三角形であって、その二
等辺に沿ってそれぞれ開きスリットを設けることにより、その間が端面部壁と接続する連
結片として形成されていることを特徴とする段ボール製のコーナー保護材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、アルミサッシやアルミ建具のように厚みのある物品の角部、また、その他
家具等でも厚みのある部分の角部に当てる段ボール製のコーナー保護材に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　物品の梱包においては、角部が他の物に触れることにより損傷する不都合を防止するた
めに、角部が被覆されるコーナー保護材が被着され、その素材にはフルートにより緩衝性
に優れリサイクルにも適した段ボールが一般的に多用される。
【０００３】
　その組立てについては様々であるが、矩形に枠組みされるアルミサッシのような厚みの
ある物品の梱包の場合であると、サッシ部材の表裏両面にわたる必要から、断面コ字形の
屈折形状において被着できるように、段ボールのプレス加工において、幅中央が物品の厚
みに相当する幅の端面部壁、その両側が物品の表裏両側面に当たる側部壁となるコ字形に
折られるように２条の折れ線が設けられ、さらに、端面部壁にコーナーの折曲げ線を設け
るとともに、両側部壁に折曲げ線の端を頂点とする二等辺三角形のＶ切欠が設けられたも
のであった。
【０００４】
　したがって、組立てにおいては、端面部壁でＬ字形に折られるとともに両側部壁を内折
りされるが、この際に閉じたＶ切欠を閉じに保持するために、従来、閉じ部分の両方にわ
たって粘着テープが貼り付けられていた。
【特許文献１】実開平７－３３８７７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のような従来のコーナー保護材によれば、Ｖ切欠の両縁を段ボールの弾力に抗して
正確に突き合わせながらテープの貼着作業がなされる必要があり、その際にＶ切欠の閉じ
が開いたりその間に段差ができたりしやすいことから、テープ貼着が決して簡単ではなく
、貼着作業が効率的ではなかった。
【０００６】
　この発明は、上記のような実情に鑑みて、組立てにおいて粘着テープの貼り付けを要し
なく、ワンタッチ操作により能率良く正確に組み立てることができ、加えて緩衝性にも優
れた段ボール製のコーナー保護材を提供することを課題とした。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、この発明は、被梱包物品のコーナー部のＬ字形両端面に
沿うよう長手方向に対して二つ折りできる左右両片からなる矩形ないし帯状の段ボールを
基本形態とし、当該コーナー部に断面コ字形の屈折により被着できるように、幅中央部の
端面部壁の両端に側部壁の屈折線が形成され、断面コ字形において前記Ｌ字形の屈折をな
し得るように、端面部壁には前記二つ折りの折曲げ部を設ける一方、両側部壁には、Ｌ字
形の屈折の支障にならないように、折曲げ部の端が頂点となる直角二等辺三角形ないしほ
ゞ直角二等辺三角形の範囲において折り曲げを許容して閉じる開放部を設け、さらに、開
放部にはこれを閉じに保持するために側部壁に接合して止める連結片を素材の段ボールと
一体に形成してある段ボール製のコーナー保護材において、（１）両開放部における連結
片が、前記二つ折りの位置に対して交互の位置違いであって、また、連結片は開放部の二
等分であって、その直角二等辺三角形のいずれか一辺を底辺とする直角二等辺三角形若し
くはほゞ直角二等辺三角形に形成され、二等分の残り半部には端面部壁に倒伏される重ね
壁を連結片にヒンジ折り連続結合で倒伏面に折り畳み重合可能に形成してあることを特徴
とする段ボール製のコーナー保護材。
【０００８】
　（２）両開放部における連結片が、前記二つ折りの位置に対して交互の位置違いであっ
て、また、連結片は開放部の二等分であって、その直角二等辺三角形のいずれか一辺を底
辺とする直角二等辺三角形若しくはほゞ直角二等辺三角形に形成され、二等分の残り半部
においては、連結片と側部壁との双方に対して分離することにより側部壁の屈折線で端面
部壁に倒伏可能な重ね壁を形成し、重ね壁は、同屈折線での折り曲がり可能に、開放部の
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直角二等辺三角形の一辺の頂部近くから屈折線へ分離スリットを設けることにより、基端
に端面部壁に接続する屈折基部を形成してあることを特徴とする段ボール製のコーナー保
護材。
【０００９】
　（３）被梱包物品の角部の厚みの大小に二段に対応して組み立て得るように、端面部壁
と両側部壁との間の前記２条の屈折線を一段目として、その両屈折線の内側にそれぞれ同
一間隔をおいて二段目の屈折線を形成する一方、側部壁には前記連結片が側部壁から連設
される折り線を一段目とし、それと平行な二段目の折り線を、その間がＺ形に折込み部と
なるように、折曲げ部の線と二段目屈折線との交差する点を通る仮想線上に形成し、さら
に、両折り線をその双方にわたるコ字形の反転スリットにより中間部が除かれた断続に形
成してあることを特徴とする段ボール製のコーナー保護材。
【００１０】
　（４）二つ折りの前記折曲げ部が２曲げ線による二段折りに形成され、端面部壁の内面
には、その２曲げ線の間で隔たるように、左右一対の帯状緩衝材が貼着してあって、両開
放部がその２曲げ線の幅が上辺となる台形のほゞ直角二等辺三角形であって、その二等辺
に沿ってそれぞれ開きスリットを設けることにより、その間が端面部壁と接続する連結片
として形成されていることを特徴とする段ボール製のコーナー保護材。
【００１１】
　本発明は、上記（１），（２），（３）又は（４）の段ボール製のコーナー保護材を提
供するものである。
【００１２】
　段ボール製のコーナー保護材を上記のように構成したから、これを組み立てるときには
、折曲げ部においてＬ字形に折り曲げ（二つ折りに畳んであるときは開き）、二つ折りの
両片においてそれぞれ側部壁を直角に立てながら開放部を閉じ、その閉じにより食みだし
た連結片を側部壁に接着又はホチキス等で止める。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明したように、この発明の段ボール製のコーナー保護材によれば、組立のための
折り操作をしながら、その際に開放部が閉じることにより食みだした連結片をそのまま側
部壁に接着等すれば、使用に適する組立が完了するので、組立て作業が要領よく簡単で且
つ能率的であり、しかも、連結片が素材の段ボールと一体の丈夫で緩衝性を有する段ボー
ルであるので、組立てが強固となり、緩衝性にも優れた組立てとなる。
【００１４】
　加えて、請求項１および２によれば、重ね壁の緩衝材によりさらに被梱包物品のコーナ
ー部保護に適し、請求項３によれば、被梱包物品の厚みの大小に二段に対応でき、請求項
４によれば、特に緩衝性に優れるとともに組立てが強固となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　次に、この発明に係る代表的な幾つかの実施形態を図面に基づいて説明するが、実施形
態に限定されないことは言うまでもない。
【００１６】
　まず、図１ないし図３は、実施形態を説明しやすくする都合からその前提として説明す
るもので（従って実施例ないし実施形態を示すものではない）、その段ボール製のコーナ
ー保護材Ｐは、物品Ｍの端面に当たる端面部壁１に表裏両面に当たる側部壁３，３をそれ
ぞれ屈折線５，５を介して連設したものであるので、矩形又は帯状の段ボール形態が基本
となり、断面コ字形の屈折形状において物品Ｍのコーナー部に沿ってＬ字形に折り曲げる
ために、端面部壁１に線としての折曲げ部７が形成され、両側部壁３，３には、折り曲げ
の障碍にならないように、その折曲げ部７の線端を頂点とする直角二等辺三角形の範囲の
開放部９が設けられる。
【００１７】
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　開放部９の形態は、以下の各実施形態において示すように様々となるが、この場合であ
ると、直角二等辺三角形の２辺１１，１１のうちの一辺１１を底辺とする直角二等辺三角
形の連結片１３が形成され、残りが他の辺１１を底辺とする直角二等辺三角形の切欠１５
として形成されている。
【００１８】
　図２は、組み立てた状態を示したもので、その手順については、屈折線５，５により端
面部壁１に対して側部壁３，３を折り曲げ、コ字形の断面形状において折曲げ部７でＬ字
形に折り曲げると、両開放部９，９において、その直角二等辺三角形の両辺１１，１１が
付き合うことにより連結片１３が側部壁３の内側（外側であっても良い）に差し入れられ
そこに接着される。この接着により両側部壁３，３がそれぞれＬ字形片となり、端面部壁
１との一体関係で断面コ字形の形状も保持されることになる。
【００１９】
　ユーザーへの提供については、図１の展開の状態の他、図３の二つ折り状態が積み重ね
に適して輸送や保管に良いが、図３に示すように、二つ折りにした状態であると組立てが
素早くできる。つまり、二つ折りの一片Ｐｂを立ち上げるとＬ字形の直角屈折状態となる
ので、同時に両片Ｐａ，Ｐｂにおいてそれぞれ側部壁３，３をコ字形に折れば連結片１３
，１３を所定の接着面に接合するから、言わばワンタッチ操作により組立てを完了させる
ことができる。以下の各実施形態においても同じである。なお、両連結片１３，１３の位
置は、次の実施形態に示すように交互の位置違いであっても良い。
【００２０】
　図４ないし図７は、この発明の一実施形態を示したもので、前記形態とは基本的には同
じであるが、開放部９の形態が違っている。つまり、開放部９は、折曲げ部７の線端を頂
点とする直角二等辺三角形の範囲であって、その一辺１１を底辺とする直角二等辺三角形
の連結片１３，１３が形成されるが、さらに残りの部分には端面部壁１の内面に伏す重ね
壁１６，１６が形成され、それが連結片１３，１３に付属的に連設されている。
【００２１】
　重ね壁１６，１６は、このように端面部壁１の内面に伏される関係上、それが付属して
いる連結片１３，１３は、組立において側部壁３，３の内側に差し入れられる。また、連
結片１３，１３が交互位置違いであるから、両重ね壁１６，１６が二つ折りの両片Ｐａ，
Ｐｂに分けられ直角に対面する（図５，図６）。したがって、両重ね壁１６，１６により
物品Ｍのコーナー部先端が特に保護されることになる。
【００２２】
　また、重ね壁１６，１６は、ダブりに折り曲げることにより厚みを増し得るようにして
ある（図７）。これについては、コーナー部先端にダブりで位置するように、開放部９の
直角二等辺三角形の二等分線の位置に沿って底辺から頂部近傍に至るまでスリット１７が
形成され、連結片１３から自由となるスリット１７の位置においてダブり折線１９，１９
が形成される
【００２３】
　図８ないし図１１は、主に請求項２を説明する他の実施形態を示したもので、この場合
、開放部９は、線としての折曲げ部７の端を頂点とする直角二等辺三角形であって、半部
においてその一辺を底辺とする直角二等辺三角形の連結片１３が形成されるが、他の半部
においては、屈折線５を介して端面部壁１に連設される重ね壁１６が形成される。重ね壁
１６は、屈折線５で曲げて端面部壁１に伏されるもので、連結片１３に対しては直線スリ
ット１７により分離され、側部壁３に対しては直角二等辺三角形の一辺１１で分離される
が、同三角形の頂部近くではその分離が停止し、代わりに屈折線５へ直下する分離スリッ
ト１８が形成される。また、重ね壁１６は、先端部が切欠１５ａによりやゝ幅狭く形成さ
れその先端に折れ線を介して屈折可能な端縁爪２０が形成される。
【００２４】
　重ね壁１６は、折曲げ部７に対して左右（Ｐａ，Ｐｂ）いずれか同じ位置側において端
面部壁１に重なり合うから、前記実施形態と同じように（図４参照）、両開放部９，９に
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おいて、重ね壁１６，１６は、折曲げ部７に対して左右互い違いとすることにより左右に
分配し、組み立てたときには両重ね壁１６，１６が折曲げ部７に近接して互いに直角に対
面しうるようにしてある。こうして被梱包物品Ｍの角部両面が有効に保護される。また、
重ね壁１６，１６が伏した状態を保持するために、端面部壁１には、端縁爪２０，２０が
折り込まれる掛止溝２２，２２が形成されている。
【００２５】
　このコーナー保護材Ｐを使用するときには、前記実施形態におけると同じように、Ｌ字
形に組み立るとともに重ね壁１６，１６を端面部壁１，１に重ね、端縁爪２０，２０を掛
止溝２２，２２に差し込むことにより伏した状態を保持する。しかし、この状態を保持す
る手段はこれに限られることはなく、例えば粘着剤によることもできる。
【００２６】
　図１２ないし図１５は、さらに他の実施形態として物品Ｍの厚みに二段階に対応して幅
調整できるようにしてある。この場合は、最初の（図１ないし図３）の形態を一段階とし
てそれよりもコ字形を幅狭く組み立てうるようにしたので、基本は最初の実施形態である
。つまり、基本形態については、端面部壁１の両側に屈折線５，５を介して側部壁３，３
が連設され、折曲げ部７の線端を頂点とする直角二等辺三角形の開放部９，９には、一辺
１１を底辺とする直角二等辺三角形の連結片１３，１３が形成される。図１３はこの基本
形態における組立て状態を示すが、これは最初の実施形態（図２）と同じであると考えて
よい。
【００２７】
　基本よりも幅狭く組み立て得るようにするために、まず、両屈折線５，５の内側にそれ
ぞれ等間隔に二段目の屈折線５ａ，５ａが形成される。したがって、二段目におけるＬ字
形の折曲げ部７は、両二段目屈折線５ａ，５ａの間の折線７ａとなり、屈折線５，５と屈
折線５ａ，５ａとの間ではＬ字形の屈折に直接関与しなく、次に記すダブり折り込みの補
助折れ線７ｂ，７ｂとして関与する。図１４および図１５が二段目折りによる幅狭い組立
て状態を示す。
【００２８】
　ダブり折り込みについては、連結片１３の底辺としての一辺１１が（内側から見て）谷
折り線（１１ａ）として形成され、同一片Ｐａ側において、それとの平行線が山折り線１
２として形成され、その山折り線１２が折曲げ部７の線７ａと二段目屈折線５ａとが交差
する点を通る線上に設けられるので、谷折り線（１１ａ）と山折り線１２との間の部分２
１がＺ折り込みの中に折り込まれる。このとき、前記ダブり折り込み補助折れ線７ｂが二
つ折りとなって順応する（図１４）。この折り込みに弾性が強く働かないように、つまり
、折り込みに抵抗がなく戻りがないようにするために、谷折り線（１１ａ）と山折り線１
２はそれぞれの中途が断線部となっている。その手段として、谷折り線（１１ａ）と山折
り線１２との間において側部壁３の側から反転スリット２３が形成され、そのため、組立
てにおいては側部壁３の側から短舌片２５が突出して連結片１３に接合している（図１５
）。
【００２９】
　図１６及び図１７は、さらに他の実施形態を示したもので、その段ボール製のコーナー
保護材Ｐは、端面部壁１の内面に、左右両片Ｐａ，Ｐｂに分けてそれぞれの内面に段ボー
ルの緩衝材２７ａ，２７ｂを接着した場合であるが、折曲げ部７における強度の安定性の
必要から角を取るために、折曲げ部７を２本の曲げ線８，８からなる二段折りとなし、そ
の間の幅を頂辺とする台形に近いほゞ直角二等辺三角形において開放部９が形成され、そ
のほゞ全部が連結片１３となるように、両辺１１，１１に沿って開きスリット２８，２８
が形成され、組立て状態（図１７）においては、連結片１３，１３が外側において両片Ｐ
ａ，Ｐｂの双方にわたって接着されている。なお、この場合は、組立てにおいて、開放部
９の両辺１１，１１としての両縁間に間隔３０が生じることになる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
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【図１】この発明の実施形態を理解しやすく説明する前提として同類の段ボール製のコー
ナー保護材を展開して示す参考図である。
【図２】同コーナー保護材の組立て斜視図である。
【図３】同コーナー保護材の組立て手順の一例を二つ折り畳状態で説明する斜視図である
。
【図４】この発明の一実施形態を示す段ボール製のコーナー保護材の展開図である。
【図５】同コーナー保護材の組立て斜視図である。
【図６】図５のＡ－Ａ線矢視の断面図である。
【図７】同コーナー保護材において重ね壁をダブらせた状態を示す角部拡大断面図である
。
【図８】他の実施形態を示す展開図である。
【図９】同コーナー保護材の組立て斜視図である。
【図１０】図９のＢ－Ｂ線矢視の断面図である。
【図１１】図１０のＤ－Ｄ線矢視の断面図である。
【図１２】さらに他の実施形態を示す展開図である。
【図１３】同コーナー保護材を一段目折りで示す組立て斜視図である。
【図１４】同コーナー保護材を幅狭くした二段目折りで示す組立て斜視図である。
【図１５】図１０のＢ－Ｂの断面図である。
【図１６】さらに他の実施形態を示す展開図である。
【図１７】同コーナー保護材の組立て斜視図である。
【符号の説明】
【００３１】
　Ｐ　段ボール製のコーナー保護材
　Ｐａ，Ｐｂ　コーナー保護材の左右両片
　Ｍ　被梱包物品
　１　端面部壁
　３　側部壁
　５　屈折線
　５ａ　屈折線（二段目用）
　７　折曲げ部
　８　曲げ線
　９　開放部
　１１，１１　直角二等辺三角形の２辺
　１１ａ，１２　折り線
　１３　連結片
　１５　切欠
　１６　重ね壁
　１６ａ　屈折基部
　１８　分離スリット
　２３　反転スリット
　２７ａ，２７ｂ　緩衝材
　２８　開きスリット
　Ｌ　仮想線
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